
 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆退職金など余裕資金を投資したい方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆まとまった余裕資金を時間分散投資したい方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◆子どもや孫にまとまったお金を生前贈与したい方 
暦年贈与非課税枠内で子どもや孫に贈与した資金で子どもや孫が分割購入 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9万円 

1年間（12か月） 

合計 108万円 

25万円 

3年間（36か月） 

合計 900万円 

活用例：こんな方におすすめのサービスです♪ 

50万円 

2年間（24か月） 

合計 1200万円 

１回あたり 50 万円を 2 年間（24 か月）に分割して合計 1,200 万円購入 

1 回あたり 25 万円を 3 年間（36 か月）に分割して合計 900 万円購入 

 

1 回あたり 9 万円を 1 年間（12 か月）に分割して合計 108 万円購入 

 



分割購入サービス 

一定金額を 6か月、1年、2年、3年、5年に期間を分けて購入するサービスです。 

定期積立サービスと同時に利用ができます。 

※購入スケジュールは、定期積立サービスと同様のスケジュールで購入いたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆分けることで時間分散によるリスクの分散ができます。 

◆基準価額が高いときには少なく、安いときには多くの口数を購入することになるので、 

購入単価が平準化され購入コストを抑えることができます。（ドルコスト平均法） 

 

    

＜ご利用について＞ 

分割購入サービスをご利用になる場合は、口座開設とは別に分割購入サービスのお申込みが必要となります。 

すでに弊社にお口座をお持ちのお客さまで分割購入サービスをご利用されたい方はお電話又はホームページより

用紙請求してください。 

 

定期積立サービスと同時に分割購入サービスをご利用される場合は、分割購入サービスの利用期間中は、定期積立

サービスの毎月の引落金額と分割購入サービスの 1回あたりの購入金額を合計した金額を購入いたします。 
 

【1】購入期間を決める（6か月、1年、2年、3年、5年） 
                   

【2】1回あたりの購入金額を決める 
          

【3】自動的に指定した期間だけ、毎月購入いたします 
          

【4】定期積立サービスと併用が可能です 


	分割購入サービス

